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学校管理職に求め ら れる危機管理能力に関する一考察

A Study about Risk Management Capacity Demanded of School Leaders 

當 山 清 実* 小 川 雄 太** 
TOYAMA Kiyosane OGAWA Yuta 

本稿では, 学校危機管理の重責を担う 管理職の能力向上を企図する研修の在り 方 を検討す るため, 彼らの経験や意識に

関す る質問紙調査を基に分析 を試みた。 得ら れた知見から次の点 を指摘す るこ と ができ る。

第 1 に, 児童 ・ 生徒の 「問題行動」 や 「学校事故」 に関する危機経験率が相対的に高 く , こ れらの事象に対する危機管

理の優先度が高いと考え ら れる。 教職員の 「服務」 や学校全体に関わる 「業務妨害」 な どの危機管理は, 影響の大き さ を

考慮 し た対応が必要であると考え ら れる。

第 2 に, 小学校では 「学習活動」 な どの学校内, 中学校では 「暴力行為」 な どの生徒指導, 高校では 「部活動」 や 「交

通」 な どの課外や学校外での危機経験率が相対的に高 く , 危機管理の優先度が高いと考え ら れる。

第 3 に, 「児童 ・ 生徒に関わる危機」 は危機経験率が相対的に高 く , 「危機管理に対する自信」 と 「研修の必要性」 も高

く 認識する傾向にある。 他方, 「教職員に関わる危機」 と 「学校全体に関わる危機」 は危機経験率が低いこ と で 「危機管

理の自信」 に乏し く , 「研修の必要性」 を高 く 認識す る傾向にあると考え ら れる。

第 4 に, 危機経験率 を踏まえ る と と も に, 校種の特性やニ ーズに応 じ た危機管理に関す る管理職研修の強化が求めら れ

る . 
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I 研究の背景と目的

学校は本来的に, 子 ども たちにと っ て安全な場所であ

るこ と が求めら れてい る。 学校保健安全法第一条には, 
学校におけ る教育活動が安全な環境において実施さ れる

べき こ と が明示 さ れている。 中央教育審議会答申 「子ど

もの心身の健康を守り , 安全 ・ 安心を確保するために学

校全体 と し て の取 組 を 進 め る た めの方策 に つい て」

(2008) においても , 「学校は, 心身の成長発達段階にあ

る子 どもが集い , 人と人と の触れ合いによ り , 人格の形

成を し てい く 場であり , 子 どもが生き生き と 学び, 運動

な どの活動 を行う ためには, 学校 と い う 場におい て , 子

どもの健康や安全の確保が保障さ れるこ と が不可欠の前

提と なる」 ' ) と 指摘 さ れてい る。

しかし ながら , 学校教育活動において, 100% の安全

を保障するこ と は困難である。 実際には, 多種多様な危

機が学校内外で発生し ており , 教職員にはあら ゆる事象

に的確に対応する危機管理能力の向上が求めら れている。 

文部科学省 「学校におけ る防犯教室等実践事例集」

(2006) では, 危機管理を 「人々の生命や心身な どに危

害 を も たらす様々な危険が防止さ れ, 万が一, 事件 ・ 事

故が発生 し た場合には, 被害 を最小限にするために適切

かつ迅速に対処するこ と」 2) と の説明がな さ れてい る。

危機管理には事前の危機管理である リ ス ク ・ マネ ジメ

ン ト と事後の危機対応である ク ライ シス ・ マネ ジメ ン ト

がある。 坂田 (2016) は, 事故発生の予防と してのリ ス

ク ・ マネ ジメ ン ト に どれだけ努めた と し て も , 事故の発

生をゼロ にす るこ とは不可能に近いこ と や, 学校現場の

危機管理に対する認識は未だ不十分な状態にあるこ と を

指摘 し てい る 3)。
2017年 3 月には, 栃木県那須町において登山訓練中の

高校生らが雪崩に巻き込まれて 8 人が死亡す る事故が発

生し た。 事故に関する検証委員会がまと めた最終報告書

において, 根源的かつ最も重要な要因 と し て, 栃木県高

等学校体育連盟及び登山専門部の 「計画全体のマネ ジメ

ン ト 及び危機管理意識の欠如」 4) が指摘 さ れてい る点が

学校現場の実情を示す端的な例と いえ る。

し たがっ て, 教職員の危機管理能力 を向上させるため

の方策が求められ, 下地 (2017) が指摘するよう に, 研

修を通し ての教職員の危機管理に対す る知識や実践力の

向上 を図 る必要があ る 5)。

また, 前田 (2009) は, 学校の危機管理に関し て, 設

備 な どのハー ド面よ り も , 教職員 の危機意識な どのソ フ

ト面への対策が効果的であるこ と を明らかに し てい る6)。
以上のこ と を踏まえ る と , 研修を通 し て, ソ フ ト面で

ある教職員の危機管理能力の向上を図るこ と が有効であ

る と 考え ら れる。 
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さ ら に, 阪根 (2016) らは, 「市町村教育長が最も重

視する職務遂行能力は 『危機管理能力』 であり , 危機管

理は重要な日常業務であ る と 認識 さ れてい る」 7) こ と を

指摘 し ている。 危機管理を日常業務と捉え る観点から , 
教職員の危機管理能力の向上は喫緊の課題であると いえ

る o

一方で, 文部科学省 (2016) の調査においては, 学校

におけ る危機管理体制の中核と なる教職員 と し て, 副校

長 ・ 教頭が50.9%, 校長が34.5% と いう 結果が示 さ れて

い る 8)。 し たがっ て , 危機管理能力の向上は全 ての教職

員に求めら れる ものの, 特に管理職の危機管理能力の向

上は, 学校の危機管理体制を構築するための最重要課題

と し て位置付け ら れる。

管理職は学校の責任者と し て, 学校内外で発生するあ

ら ゆる危機への対応が求めら れ, 一教職員 と し てよ り も

はるかに多種多様な危機を経験するこ と になる。 こ のこ

と に関し て, 廣嶋ら (2015) は, 管理職と し て小 さ な事

案にも丁寧に対応 し , 常に危機管理意識を持つ重要性を

指摘 し てい る 9)。 ま た, 大林ら (2016) は, 管理職への

調査 を通 じ て, 管理職自身が危機管理能力 をこ れまで以

上に身につけ る必要性を認識 し てい るこ と を明ら かに し

てい る 'o)。

危機管理に対 し て不十分な認識の管理職の下では, 盤

石な危機管理体制を構築す るこ と は難しい。 また, こ の

よ う な状態にあ っ ては , 危機に対 し て , 管理職自身の経

験だけに依拠 し た対応と なり , 未経験の危機には的確に

対応でき ない事態が起こ り得る。 管理職は, それまでの

学校現場で様々な経験 を積んでき てい る とはいえ , 危機

に関する経験の個人差によ り , 危機管理能力において も

格差が生 じ てい る実態にある と考え ら れる。

その問題解決のためには, 管理職の危機管理能力 を向

上するための研修の強化が求めら れる。 研修に際し ては, 
限ら れた条件の中で実施 さ れるため, 広範多岐にわた る

危機管理の対象項目の焦点化が必要と なり , 危機の発生

状況や損害規模を考慮 しつつ, 優先的に取り 組むべき課

題を明確化するこ と が不可欠と なる。 すなわち, 発生頻

度が高 く , 損害規模が大きいと想定さ れる危機管理は, 
よ り 優先度が高いと いう 捉え方である。

本稿は以上を踏まえ , 危機管理の先頭に立つ管理職の

能力向上に資する研修の在り 方を検討するため, 彼らの

教職生活におけ る危機の経験と管理職と し ての危機管理

の意識に関す る質問紙調査の結果を基に分析 を試みるこ

と と する。 

II 調査の概要と 分析の方法

1 調査の概要

(1) 時期及び方法

自記式質問紙によ る調査を2016年 6 月に実施した。 

(2) 対象

兵庫県の学校管理職 ・ 教育行政職特別研修'') の受講

者235人と し た。

(3) 回答状況

単数校種勤務者のう ち, 小学校82人, 中学校85人, 高

校26人, 特別支援学校 3 人と いう 結果と なっ た。 複数校

種勤務者は39人であった。 単数校種勤務者と 複数校種勤

務者を合わせた各校種での実際の総勤務年数は表 1 のと

お り で あ っ た。

表 1 校種別の総勤務年数

人数

校種 単数校 ( ) 総勤務年数

小学校

中学校

高校

特別支援

2
 

5
 

6
 

3
 

8
 

8
 

2
 

4
 

4
 

2
 

8
 

2
 

2
 

1
 

1
 

2245 
2499 
746 
166 

118 

計 196 78 5656 

2 調査項目 ・ 内容

本研究におけ る 「危機」 については, 管理職に昇任す

る前の年度末までの時期に限定し , 警察や救急車の出動, 
教育委員会への報告やマス コ ミ 報道を伴う 事件 ・ 事故な

どに直接的 ・ 間接的に関わった経験と して定義 した上で

質問し た。 また, 加害 ・ 被害の全てについて, 「 A 児童 ・ 

生徒に関わる危機」 及び 「 C 学校全体に関わる危機」

に関し ては, 死亡や重傷と い っ た比較的規模の大きい事

案に対応し た経験の有無, 「 B 教職員に関わる危機」 に

関し ては, 懲戒処分を伴う 事案の発生状況に基づ く 回答

を求めた。

表 2 に示すと おり , 危機経験の場面を 3 つの大分類か

ら な る30項目 を設定 し た。 大分類 「 A 児童 ・ 生徒に関

わる危機」 には, 5 つの中分類 を設定 し た。 「①学校事

故」 は 「学習活動」 「特別活動」 「部活動」 「その他」 , 
「②安全」 は 「交通」 「不審者」 , 「③健康」 は 「感染症」

「給食」 「薬物」 , 「④問題行動」 は 「暴力行為」 「いじめ」

「自傷」 「その他」 , 「⑤犯罪」 は 「凶悪犯罪」 「粗暴犯罪」

「その他」 に区分し た。

ま た , 大分類 「 B 教職員 に関わる危機」 には, 2 つ

の中分類を設定し た。 「①服務」 は 「体罰」 「交通問題」

「 セクハラ」 「その他」 , 「②管理」 は 「公金管理」 「情報

管理」 「健康管理」 に区分した。

さ ら に, 大分類 「 C 学校全体に関わる危機」 には, 
4 つの中分類を設定 した。 「①災害対応」 は 「警報対応」

「避難所運営」, 「②業務妨害」 は 「脅追」 「不当要求」 , 
「③対外 ト ラ ブル」 は 「保護者ト ラ ブル」 「地域ト ラ ブル」, 
そ し て 「④メ ディ ア」 に区分 した。

加え て , 上記の中分類 ごと に, 「危機管理に対す る自
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表 2 学校危機の調査項目と総経験件数

B
教職員

に関わる

危機

大分類 中分類 小分類

A
児童 ・ 生徒
に関わる

危機

①学校事故

学習活動

特別活動

部活動

危機の内容

授業中 (運動, 実習) , 校外活動中の事故

修学旅行, 現場実習等での事故

部活動中の事故

その他 学校施設利用中の事故

交通 登下校中の交通事故
②安全

不審者 不審者によ る殺傷, 略取等

感染症 新型イ ンフルエ ンザ, 胃腸炎等の集団感染

③健康 給食 食中毒, ア レルギーによ るアナ フ イ ラ キシ一等

薬物 薬物乱用

暴力行為 校内暴力 (生徒間, 対教職員) 
い じめ い じめによ る諸問題, ネ ッ ト 上の誹謗中傷

④問題行動
自傷 自殺企図

その他 家出, 行方不明, 被虐待等

凶悪犯罪 殺人, 強盗, 放火, 強姦

⑤犯罪 粗暴犯罪 暴行, 傷害, 脅迫, 恐喝, 凶器準備集合

①服務

その他 窃盗, 器物損壊等

体罰 体罰等の暴力行為

交通問題

セ クハラ

その他

飲酒運転等の交通問題

セ クハラ , わいせつ等の性犯罪

その他の非違行為

総経験
件数

0
 

5
 

1
 

3
 

6
 

1
 

3
 

3
 

102 

1
 

4
 

0
 

1
 

3
 

8
 

8
 

7
 

7
 

1
 

42 
374 

1
 

8
 

1
 

7
 

3
 

206 
32 
161 
362 
124 

4 3
4 9

2 0

一18
5 5

②管理

公金管理

情報管理

健康管理

不適正支出, 不正受給, 部費の不適切執行等

個人情報の不適切な取扱 (紛失・ 流出・ 漏洩) 
バーンアウ ト , 精神疾患によ る休退職

警報対応 警報等の不適切な判断によ る被害発生
①災害対応

避難所運営 火事, 地震等によ る学校の避難所運営

学校全体
に関わる

危機

脅迫 脅迫電話等
②業務妨害

不当要求 不当要求, 過剰 ク レーム等によ る居座 り

③対外 保護者 ト ラ ブル 訴訟等の重大 ト ラ ブル

ト ラ ブル 地域 ト ラ ブル 訴訟等の重大 ト ラ ブル

④メ デ ィ ア 上記に関する T V の記者会見, 取材等

5
59

一28
 

91

一31
3
 

56 

信」 と 「研修の必要性」 について, 「 1 . ま っ た く ない」

から 「 5 . 大いにある」 までの 5 件法での回答を求めた。 

3 分析の方法

表 1 に示 し たと おり , 単数校種勤務者の勤務年数と 複

数校種勤務者の各校種における実際の勤務年数を合算し , 
校種別の総勤務年数を算出し た。 また, 表 2 に示 し たと

おり , 複数校種勤務者の実際の勤務年数に基づ く 校種別

の危機経験件数を按分し , 単数校種勤務者の危機経験件

数と合算し , 校種別の総経験件数を算出した。

次に, 総経験件数と 総勤務年数に基づいて, 1 年間当

119 

たり の危機経験の確率 (以下, 危機経験率) を校種別に

算出し て比較を行った。 危機経験率の算出方法は, 総経

験件数÷総勤務年数 x 100と し た。 調査項目別の危機経

験率を校種別に集計 した結果を表3 1 から表3 3 に示 し

た。

なお, 特別支援学校については, 他校種に比較し てデー

タ数が極端に少ないため, 分析の対象から除外 し , 参考

表示にと どめるこ と と し た。 ま た, 「表 4 危機管理に

対する自信」 と 「表 5 研修の必要性」 については, 単

数校種勤務者のみの集計と した。 
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習活動に直接及ぶと いう 点において, 優先度の高い危機

管理の対象 と考え ら れる。 また, 「体罰」 については, 
文部科学省によ る実態調査においても , 今なお発生率が

高い と いう 同様の傾向が確認でき る'2)。 こ れら の教職員

の非違行為は個人や学校のレベルにと どま らず, 公教育

全体の信用失墜にも関わる可能性も指摘でき る。 信用の

回復は容易なこ と ではな く , 教育活動の再開や再発防止

に も多大 なエ ネ ルギーが費や さ れる と い う 点 におい て , 
損害規模が大きい と認識でき る。 し たがっ て, 管理職と

し ての指導能力 を高める研修を重点的に実施す る必要が

ある と 考え ら れる。

(3) 学校全体に関わる危機

表3-3に示すと おり , 「②業務妨害」 の危機経験率に

つい ては, 過剰 ク レ ームな どによ る居座り を含む 「不当

要求1.6%」 が相対的に高い結果と な った。

「不当要求」 は, 教職員が単独で対応するこ と が難し

い危機であ ると いえ る。 例えば, 保護者から のク レーム

に適切に対応でき ないこ と が原因 と な っ て, 教職員の校

務にも支障が出たり , 場合によ っ ては休退職に追い込ま

れたり する事態が発生するこ と で, 学校全体に影響を及

ぼすこ と にも な り かねない。 し たがっ て , 学校と し て組

織的に対応す るこ と が肝要であり , 責任者である管理職

によ る的確な指示が求めら れる。 管理職が即時に対応で

き ない場合には, 全教職員の足並みを揃え た対応 を可能

にす る危機管理マニュ アルの整備が不可欠である。

「 C 学校全体に関わる危機」 におい ては, 危機経験

率自体は高 く ない ものの, 実際の対応には専門知識も欠

かせない と い う 点から , 特に管理職に必要な能力 と し て

定期的に研修を積んでお く 必要がある と 考え ら れる。 

III 結果と考察

1 危機の経験に関する状況

(1) 児童 ・ 生徒に関わる危機

表3-1 に示すと おり , 「①学校事故」 の危機経験率に

ついては, 授業中 (運動, 実習) や校外活動中の事故を

含む 「学習活動5.8%」 と 「部活動5.5%」 が相対的に高

い結果 と な っ た。 「②安全」 につい ては , 登下校中の

「交通5.3%」 が相対的に高い結果と な っ た。 「③健康」

につい ては, 新型イ ンフ ルエ ンザや胃腸炎な どの 「感染

症3.1%」 が相対的に高い結果と な っ た。 「④問題行動」

については, 校内暴力 (生徒間, 対教職員) な どの 「暴

力行為6.6%」 , い じめによ る諸問題やネ ッ ト 上の誹諾中

傷を含む 「い じめ5.5%」 が相対的に高い結果と な っ た。 

「⑤犯罪」 につい ては, 窃盗, 器物損壊な どを含む 「 そ

の他6.4%」 が相対的に高い結果と なっ た。

以上の結果から , 「 A 児童 ・ 生徒に関わる危機」 につ

いては, 特に 「④問題行動」 の 「暴力行為」 や 「⑤犯罪」

の 「その他」 に関する危機経験率が相対的に高い点 を踏

まえ, 生徒指導の充実 ・ 強化に向けた組織体制づ く り に

関する管理職研修の充実が求めら れる と いえ よ う 。

(2) 教職員に関わる危機

表3-2に示すと おり , 「①服務」 に関する事案の危機

経験率につい ては, 全体的に低い傾向 と な っ たも のの, 
その中では教職員によ る 「体罰2.2%」 が相対的に高い

結果 と な っ た。 「②管理」 につい ては , バー ンアウ ト や

精神疾患によ る休退職な ど を含む教職員 の 「健康管理

4.5%」 が相対的に高い結果と なっ た。

以上の結果から , 「 B 教職員 に関わる危機」 につい て

は, 心身の 「健康管理」 に関する影響が児童 ・ 生徒の学

表3-1 A 児童 ・ 生徒に関わる危機経験率

⑤犯罪④問題行動①学校事故 ②安全 ③健康

校種 習 別
部活動 その他 交通 不審者 感染症 給食 薬物 .暴力 

い じめ 自傷 その他 
凶

警 粗 その他
活動 活動 了為 犯非 犯非
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小学校
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全体 5. 8% 1. 1% 5. 5% 1. 8% 5. 3% 0. 2% 3. 1% 1. 4% 0. 7% 6. 6% 5. 5% 1. 4% 3. 6% 0. 6% 2. 8% 6. 4%

表3-2 B 教職員に関わる危機経験率 表3-3 C 学校全体に関わる危機経験率
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小学校

中学校

高校

特別支援

全体 2. 2% 0. 8% 0. 9% 0. 3% 0. 3% 1. 0% 4. 5% 全体 0. 1% 1. 0% 0. 5% 1. 6% 0. 5% 0. 1% 1. 0% 
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2 校種別の状況

(1) 小学校

小学校では, 「 A 児童 ・ 生徒に関わる危機」 におけ る

「①学校事故」 の 「学習活動4.9%」 , 「②安全」 の 「交通

3.2%」 , 「③健康」 の 「感染症3.4%」 , 「④問題行動」 の

「い じめ4.1 %」 の危機経験率が相対的に高い結果と な っ

た。 「 B 教職員 に関わる危機」 におい ては, 「②管理」

の 「健康管理3.4%」 が相対的に高く , 「 C 学校全体に関

わる危機」 におい ては, 「①災害対応」 の 「避難所運営

1.3%」 が相対的に高い結果と なっ た。

し たがっ て , 小学校におい ては, 「 A 児童 ・ 生徒に関

わる危機」 における 「①学校事故」 の 「学習活動」 や

「④問題行動」 の 「い じめ」 な どの学校内で発生が想定

さ れる危機, つま り , 日常の学校生活におけ る危機管理

に加え, 地域の拠点と し ての 「①災害対応」 の 「避難所

運営」 に関する危機経験率が他校種よ り も相対的に高い

点 を視野に入れた取組も重要であ る と考え ら れる'3)。

(2) 中学校

中学校では, 「 A 児童 ・ 生徒に関わる危機」 におけ る

「①学校事故」 の 「部活動8.2%」 , 「②安全」 の 「交通5.4 
%」 , 「④問題行動」 の 「暴力行為11.7%」 と 「いじめ6.9 
%」, 「⑤犯罪」 の 「粗暴犯罪5.3%」 と 「その他10.4%」

の危機経験率が相対的に高い結果と なっ た。 「 B 教職員

に関わる危機」 においては, 「①服務」 の 「体罰3.2%」 , 
「②管理」 の 「情報管理1.3%」 が相対的に高く , 「 C 学

校全体に関わる危機」 におい ては , 「②業務妨害」 の

「不当要求1.9%」 と 「④メ ディ ア1.5%」 が相対的に高い

結果と な っ た。

し たがっ て , 中学校におい ては , 「 A 児童 ・ 生徒に関

わる危機」 における 「④問題行動」 の 「暴力行為」 , 「い

じめ」 をは じめと する学校内外におけ る生徒指導に関連

し た危機管理の優先度が高いと考え ら れる。 独立行政法

人日本スポーツ振興セ ンタ ー (2016) は, 中学校におけ

る事故防止の留意点の中で, 事故原因 と し て数多 く 見ら

れる悪ふざけやけ んかに対する生徒指導が不可欠であ る

こ と を指摘 し てい る'4)。 また, 危機経験率が相対的に高

い 「①学校事故」 の 「学習活動」 や 「部活動」, 「⑤犯罪」

の 「粗暴犯罪」 な どは, 生徒指導上の問題と の関連が濃

密である と いえ る。 そのため, 生徒指導に関連する危機

管理については, 学校内の指導体制のみならず, 外部専

門機関と の連携に関す る具体的な方策に重点 を置いた管

理職研修の実施が求めら れる。

(3) 高校

高校では , 「 A 児童 ・ 生徒に関わる危機」 におけ る

「①学校事故」 の 「学習活動7.5%」 , 「部活動12.2%」 , 
「②安全」 の 「交通12.4%」 の危機経験率が高い結果と

な っ た。 「 B 教職員 に関わる危機」 におい ては, 「①服

務」 の 「体罰2.9%」 と 「②管理」 の 「健康管理7.3%」
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が相対的に高 く , 「 C 学校全体に関わる危機」 において

は, 「②業務妨害」 の 「不当要求2.1%」 が相対的に高い

結果と な っ た。

し たがっ て, 高校においては, 「①学校事故」 の 「部

活動」 と 「②安全」 の 「交通」 といった事故に関する危

機管理の優先度が高いと考え ら れる。 と り わけ , 運動系

部活動におけ る指導の一環と し て, 事故発生時の対処要

領について生徒 を交え て確認す るな ど, 管理職と し て校

内研修計画の策定の主導が求めら れる。 また, 独立行政

法人日本スポーツ振興セ ンタ ー (2016) は, 高校生の運

転する自転車と 車と の衝突事故が目立つこ と を指摘 し て

い る '5)。 通学時の安全におい ては, 地域や保護者の協力

を得る こ と も必要であり '6), 連携 ・ 協力体制づ く り を含

む管理職研修を実施するこ と が求めら れる。 

3 「危機管理に対する自信」 と 「研修の必要性」

(1) 全体的な傾向

表 4 に示すと おり , 「危機管理に対する自信」 につい

て, 「 A 児童 ・ 生徒に関わる危機」 におけ る 「①学校事

故3.34」 , 「④問題行動3.33」 が相対的に高い結果なった。 

逆に, 「 C 学校全体に関わる危機」 におけ る 「③対外

2.56」 , 「④メ ディ ア2.50」 は相対的に低い結果と な っ た。 

他方, 表 5 に示すと おり , 「研修の必要性」 については, 
「 A 児童 ・ 生徒に関わる危機」 におけ る 「④問題行動

4.66」, 「 B 教職員に関わる危機」 における 「①服務4.49」, 
「 C 学校全体に関わる危機」 における 「①災害対応4.38」
が相対的に高い結果と な っ た。

「 A 児童 ・ 生徒に関わる危機」 におけ る 「④問題行

動」 や 「①学校事故」 な どについては, 「危機管理に対

する自信」 と 「研修の必要性」 の両方が共通し て相対的

に高い結果と な っ た。 その理由 と し ては, 教職経験 を通

じ て比較的多 く 経験 し てきたため, 発生時の対応に自信

があ ると 回答 し てい る一方で , 適切に対応でき ない事例

を も経験す るこ と によ っ て , 研修の必要性 を強 く 認識 し

てい る と 考え ら れる。 し たが っ て , 「④問題行動」 や

「①学校事故」 な どの個別 ・ 具体的な事例を多 く 盛り 込

んだ組織対応の在り 方に関する管理職研修の実施が重要

であ ると いえ る。

「 B 教職員に関わる危機」 においては, 「危機管理に

対す る自信」 は高 く ないのに対 し , 「研修の必要性」 は

比較的高い結果と な っ た。 いずれの項目も危機経験率は

高 く ない も のの, 発生時の影響の大き さ と と も に, 管理

職と し て取り 組むべき役割の重要性を意識 し た回答傾向

であると認識でき る。

「 C 学校全体に関わる危機」 におい ては, いず れの

項目も共通し て 「危機管理に対する自信」 が低いのに対

し , 「研修の必要性」 が相対的に高い結果と な っ た。 危

機経験の乏 し さ と損害規模の大き さ や危機レベルの高 さ
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表 4 危機管理に対する自信 (複数校種勤務者を除 く ) 
A 児童 ・ 生徒に関わる危機 B 教職員に関わる危機 C学校全体に関わる危機

校種
校
故

①

学
事

② ③

安全 健康 題
動

④

問
行

⑤ ① ②

犯罪 服務 管理 務
害

②

業
妨

i 

害
応

①

災
対

③ ④

対外 テ' イア

小学校

中学校

高校

特別支援

3. 30 
3. 39 
3. 28 
3. 00 

3. 10 
3. 24 
2. 96 
3. 00 

3. 11 
3. 09 
2. 68 
4. 50 

3. 25 
3. 43 
3. 12 
3. 50 

2. 66 
2. 92 
2. 68 
2. 50 

3. 09 
3. 20 
2. 80 
4. 00 

3. 07 
3. 10 
2. 58 
3. 50 

2. 93 
3. 10 
2. 21 
3. 00 

2. 85 
2. 96 
2. 63 
2. 50 

2. 47 
2. 73 
2. 08 
2. 50 

2. 42 
2. 64 
2. 08 
3. 00 

全体 3. 34 
※ 5 件法によ る平均値

3. 17 3. 07 3. 33 2. 80 3. 12 3. 01 2. 94 2. 87 2. 56 2. 50 

表 5 研修の必要性 (複数校種勤務者を除 く ) 
A 児童 ・ 生徒に関わる危機 B 教職員に関わる危機 C学校全体に関わる危機

校種
校
故

①

学
事

② ③

安全 健康 題
動

④

問
行

⑤ ① ②

犯罪 服務 管理 務
害

②

業
妨

l 

害
応

①

災
対

③ ④

対外 テ、 ィア

小学校

中学校

高校

特別支援

4. 53 
4. 42 
4. 52 
4. 67 

4. 47 
4. 38 
4. 40 
5. 00 

4. 52 
4. 45 
4. 44 
4. 00 

4. 59 
4. 70 
4. 69 
5. 00 

4. 26 
4. 03 
4. 32 
4. 00 

4. 49 
4. 50 
4. 44 
4. 67 

4. 46 
4. 36 
4. 31 
4. 00 

4. 41 
4. 32 
4. 54 
4. 33 

4. 35 
4. 20 
4. 38 
3. 67 

4. 42 
4. 36 
4. 32 
4. 00 

4. 41 
4. 42 
4. 32 
3. 67 

全体 4. 48 4. 41 4. 47 4. 66 4. 18 4. 49 4. 37 4. 38 4. 28 4. 35 4. 34 
※ 5 件法によ る平均値

に対す る意識が, 「研修の必要性」 と し て反映 さ れた結

果である と考え ら れる。

以上の結果を踏まえ る と , 「 A 児童 ・ 生徒に関わる危

機」 の 「④問題行動」 については, 危機経験率と研修ニー

ズの双方が高い と いう 点において, 優先的に研修を実施

し てい く 必要がある と考え ら れる。 他方, 「 B 教職員に

関わる危機」 の 「①服務」 及び 「 C 学校全体に関わる

危機」 の 「①災害対応」 については, 「危機管理に対す

る自信」 が低いのに対 し , 「研修の必要性」 が相対的に

高い結果と な っ た。 当該項目の経験が少ないこ と によ る

自信の乏 し さに加え , その対応の成否の影響は広範に及

ぶこ と から も , 当該研修の重要性は高い と 考え ら れ, 優

先的に実施するこ と が望まれる。

(2) 校種別の特徴

以下に校種別の分析を試みるが, 既述のと おり , 特別

支援学校については単数校種勤務者が 3 人と極端に少な

い ため, 参考表示にと どめる こ と と す る。

小学校においては, 「危機管理に対する自信」 は全校

種の平均値よ り も低 く , 「研修の必要性」 は比較的高い

結果と な っ た。 と り わけ , 「 A 児童 ・ 生徒に関わる危機」

におい て , 全般的に高い研修ニーズ を有 し てい る実態が

明 ら かにな っ た。

中学校においては, 「危機管理に対する自信」 が相対

的に高い傾向と なり , 「研修の必要性」 は相対的に低い

結果と な っ た。 ただ し , 「 A 児童 ・ 生徒に関わる危機」

におけ る 「④問題行動4.70」 の研修ニーズは高 く , 中学
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校での当該項目の重要性に関する認識が示 さ れる結果と

な っ た。

高校においては, 「危機管理に対する自信」 が校種別

で最も低い結果と な っ た。 他の校種よ り も比較的大規模

で所属する生徒や教職員 も多いと い っ た事情が反映 し た

結果である と いえ よ う 。 他方 , 「研修の必要性」 は相対

的に高 く , と り わけ 「 C 学校全体に関わる危機」 の

「①災害対応4.54」 の研修ニーズが相対的に高い結果と

な っ た。 さ ら に, 「③対外」 「④メ ディ ア」 につい て も , 
「研修に対する自信」 が極端に低い傾向が示 さ れた。

以上の結果を踏まえ ると , 校種によ っ て対応に自信の

ない項目, そ し て研修ニーズの高い項目を総合的に勘案

しつつ, 当該校種におけ る優先度の高い危機に関する管

理職研修の検討が求めら れる。 

4 管理職の危機管理能力の向上を図る研修への示唆

近年, 学校で発生する事件 ・ 事故の深刻化が進むにつ

れて , 危機管理の重要性が叫ばれるよ う にな っ てい る。 

2018年 3 月には, 新たに 「現代的な諸課題」 をも取り 上

げた上で 『学校の危機管理マニ ュ アル作成の手引』'7) が

大幅に改訂 さ れた。

学校におけ る危機管理の目的は, 児童 ・ 生徒だけでな

く 教職員 も含む生命や心身の安全を守るこ と , 児童 ・ 生

徒や保護者に加え地域社会と の信頼関係を保つこ と , 児

童 ・ 生徒の心理的不安を防ぎ, 学校を安定 した状態にす

るこ と である。 



学校管理職に求めら れる危機管理能力に関する一考察

と り わけ管理職は, 学校の責任者と し て, 多種多様な

教育課題に的確に対応 し てい く こ と が求めら れてい るが, 
当然のこ と と し て, 管理職自身が経験 し たこ と のない危

機への対応も含ま れてい る。 し たがっ て, 研修を通 じ て

管理職の危機管理能力の向上を企図するこ と が必要であ

る。 しかし ながら , 学校で発生する危機は広範多岐にわ

たっ ており , 研修によ っ て万遍な く 危機管理能力の向上

を図るこ と は容易ではない。

ま た, 実際の研修は, 時間 ・ 予算 をは じめ様々な制約

を受けながら実施さ れており , その中で効果的 ・ 効率的

に危機管理能力 を向上 させるこ と が求めら れる。 そのた

めには, 関係者の研修ニーズを踏まえつつ, 本研究で明

ら かと な っ た危機経験率と損害規模を考慮 し たリ ス クの

調査 ・ 分析を行い, その結果に基づいて優先度を明確に

するこ と によ り , 校種の特性に応 じた実効性の高い管理

職研修の実施が求めら れる。 

IV 本研究のまと めと今後の課題

本稿では, 学校におけ る危機に関する質問紙調査から

項目別 ・ 校種別の危機経験率を明らかにすると と も に, 
危機管理に対する自信と研修の必要性に関する調査結果

に基づき管理職研修の在り 方を検討 し てき た。 その分析

から得 ら れた知見 を整理す る と , 次の点 を指摘す る こ と

ができ る。

第 1 に, 学校におけ る危機について, 「 A 児童 ・ 生徒

に関わる危機」 におけ る児童 ・ 生徒の登下校を含む 「①

学校事故」 , 暴力行為やい じめと い っ た 「④問題行動」

の危機経験率が相対的に高い結果が明ら かにな っ た。 し

たがっ て, 当該項目に関する組織的対応の在り 方に重点

を置いた管理職研修の優先度が高いと考え ら れる。 また, 
「 B 教職員に関わる危機」 については, 影響の範囲が広

範に及ぶ点 を考慮 し た対策が求めら れる。 さ ら に, 「 C 
学校全体に関わる危機」 については, 特に管理職に必要

な危機管理能力 と し て捉え るこ と が求めら れる。

第 2 に, 校種別には, 小学校では, 「 A 児童 ・ 生徒に

関わる危機」 における 「①学校事故」 の 「学習活動」 , 
「④問題行動」 の 「い じめ」 な ど学校内の日常で発生す

る危機経験率が高 く , 危機管理の対象と し て優先度が高

い と考え ら れる。 中学校では, 「 A 児童 ・ 生徒に関わる

危機」 における 「④問題行動」 に関する危機経験率が高

く , 生徒指導に関する組織的対応と い っ た危機管理の優

先度が高いと考え ら れる。 高校では, 「 A 児童 ・ 生徒に

関わる危機」 におけ る 「部活動」 や 「交通」 に関する危

機経験率が高 く , 当該項目に関する危機管理の優先度が

高い と考え ら れる。

第 3 に, 危機経験率の相対的に高い 「 A 児童 ・ 生徒

に関わる危機」 につい て , 「危機管理に対す る自信」 と

「研修の必要性」 が共通 し て高い傾向が確認で き た。 他
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方, 「 B 教職員に関わる危機」 及び 「 C 学校全体に関わ

る危機」 については, 実際の経験が少ないため 「危機管

理に対する自信」 に乏しいこ と に加え , 影響の重大性に

基づき 「研修の必要性」 を高 く 認識する傾向にあると考

え ら れる。

第 4 に, 危機経験率や校種の特性に応 じた危機管理に

関す る管理職研修の強化が必要であると考え ら れる。 研

修の実施に際 し ては, 時間や予算 をは じめと す る様々な

制約があるため, 校種別の危機経験率を踏まえた優先順

位を明確に しつつ, 管理職自身や教育行政上のニーズに

基づ く 内容を効果的 ・ 効率的に行う こ と が求められる。

最後に, 本研究の今後の課題と展望を示 しておきたい。 

まず, データ の蓄積 を進める こ と である。 現段階では特

別支援学校をは じめと す る データ が十分ではないため, 
その実現 を図 る こ と によ っ て精緻で説得力のあ る分析 を

進める必要があると 認識 し てい る。

また , 分析作業の追加によ っ て , 包括的 な内容に発展

させるこ と であ る。 本稿においては, 質問紙調査の一部

の限定的 な論及にと どま っ てい るため, 調査結果に関す

る分析を付加するこ と によ っ て, 多面的かつ包括的な考

察への進展 を図 る必要性を自覚 し てい る。

さ ら に, 質的側面から のア プロ ーチ を併用す るこ と で

あ る。 具体的には, イ ン タ ビュ ー調査 を通 じ た事例分析

を盛り 込み, 学校危機管理の実態や管理職に求めら れる

能力 と その向上の在り方について, よ り 詳細に究明 し て

い く 必要があると認識 し てい る。 
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